
外国機関への研究資⾦配分 1.(2) ‐6

19出典：科学技術イノベーション総合戦略の推進に必要な科学技術関係活動等に関する調査 株式会社三菱総合研究所 2015年3⽉ より抜粋

○ 「資⾦配分機関を通して配分される研究資⾦」⼜は「競争的資⾦制度に該当する研究資⾦」
に該当する研究資⾦の総額（約5230億円）のうち、外国機関への配分額は、約0.1％

（約5.8億円）に留まる。
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＜中⼩企業の収益は技術移転を受ける企業の⽅が良い＞
＜⾃社シーズを⼗分活⽤していない事情（市場性、⼈材）＞

２.(1) ‐1
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図 21 中⼩企業は外部とのオープンイノベーションをより活⽤
○特許を積極的に取得する中⼩企業は、⼤学や、国研・公設試、⼤企業、ベンチャーの知財も
積極活⽤の傾向。技術移転を受ける中⼩企業の収益は良いが、知財情報や事業に技術シーズ
を適⽤する⼈材やノウハウ不⾜が懸案。

＜特許を取得している中⼩企業が知財を期待する先は⼤学、
公設試。取得していない企業は⼤企業に期待＞

＜中⼩企業が技術移転を受ける際に、ビジネスに適⽤する
ための⼈材ノウハウや知財情報不⾜が課題＞
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